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国民健康保険に加入している皆さまへ国民健康保険に加入している皆さまへ国民健康保険に加入している皆さまへ

入院する場合には限度額適用認定証の手続きを
国民健康保険加入者で入院時の医療費が高額になる場合、事前の申請により限度額認定証を交付し

ます。限度額認定証を医療機関に提示すると窓口での負担を１カ月の自己負担限度額まで抑えること
ができます（食事代や保険外の治療、差額ベット代などは除きます）。
なお、７０歳以上で住民税課税世帯の方については保険証と高齢受給者証（白のはがきサイズ）の提

示で限度額までの負担で済みますので、この申請は不要です。
また、認定証は申請した月の１日から適用になりますのでご注意ください。

煙同じ月に転院などによりほかの医療機関で支払った場合や外来で受診した場合、１年以内に４回以
上高額療養費の支給を受けている場合、同一世帯の方（国保加入者）の医療費が高額になった場合
などは払い戻しが発生することがあります。その際は診療月の２・３カ月後に高額療養費支給手続
きのお知らせを送付します。

煙住民税非課税世帯の方は食事代なども減額されます。
煙有効期限は毎年７月３１日（年齢などによっては違う場合があります）までとなっていますので、有
効期限後に入院される場合は再度申請が必要です。

煙保険税の納付状況などによっては交付できない場合があります。
※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ 国保・年金グループ（緯碓８５１７７１）

◎１カ月ごとの自己負担限度額（網掛け部分が限度額認定証の適用になります）

７０歳以上（入院）
７０歳未満

４回目以降１～３回目

８０，１００円※
（４回目以降は４４，４００円）８３，４００円１５０，０００円※上位所得者

（現役並み所得者）

４４，４００円４４，４００円８０，１００円※住民税課税世帯

２４，６００円（低所得Ⅱ）
１５，０００円（低所得Ⅰ）２４，６００円３５，４００円住民税非課税世帯

※医療費が高額になった場合は、総医療費から定額を控除した額の１％が加算されます。


